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住民一人ひとりの力がつながり、大きな輪になるよう活動を支援していきます

この広報紙は共同募金の配分金を受けています。

社会福祉
法　　人 若狭町社会福祉協議会

〒919-1541 福井県三方上中郡若狭町市場18-18　TEL：0770-62-9005　FAX：0770-62-1725
E-mail：honbu@w-shakyo.or.jp　http：//www.w-shakyo.or.jp

社協だより
デジタル版はこちら

ふれあいサロン
（佐古区）

ふれあいサロン
（横渡区）

アイマスク体験
（気山小学校）

点字体験
（気山小学校）

元気体操教室
（三十三公民館）

「わかさ社協だより」へのご意見を募集しています。
伝わる広報誌を目指して、皆さまからの広報に対する幅広いご意見を頂
き、そのご意見をできる限り広報誌に取り入れたいと考えています。
右記の二次元コードを読み取って、無記名アンケートにご協力をお願い
いたします。

作品
募集中!

　障がい者の社会参加やアート活動の推進を目的として障
がい者アート作品を公募しています。独創性、創作意欲な
ど、その優れた魅力を審査し、パレア若狭ギャラリーにお
いて、「きらりアート展」として全作品を展示・紹介します。

絵画・版画・書・写真・平面的な造形工作物や
織物など、壁に展示できる平面アート作品

募集作品

出品締め切り

8月28日（金）
※出品申込みは全て若狭町社協

福井県内在住または在勤している障がいのある方およびそのグループ
福井県内の特別に支援を必要とする児童・生徒およびそのグループ

応募資格

chiikifukushi@w-shakyo.or.jp

応募受付メールアドレス

2026 第17回

募集要項・出品申込書
はこちら

【問い合わせ】きらりアート展実行委員会事務局（若狭町社会福祉協議会）　若狭町市場18-18パレア若狭内　TEL：0770-62-9005

皆さんの声をお聞かせください

若狭町社協
インスタグラム

活動の様子は
こちらから

スティックリング

輪投げ

ストラックアウト

ボウリングセット

ポケットボール

スプーンリレー

ボールゴロマット

モルック

フリスビーゲーム

健康体操の本

モバイルプロジェクター
※動画を視聴するには Wi-Fi 環境が必要です

玉入れ

グラウンドゴルフ用品

レクリエーション用具貸出しのご案内レクリエーション用具貸出しのご案内
　地域での福祉事業などにご利用いただけるレクリエーション用具の
貸出しを行っています。行事、ふれあいサロン、児童クラブ、老人ク
ラブなどでご利用いただけます。

　　　　　　 7 日以内
　　　　　　 無料
　　　　　　 若狭町にお住まいの方で構成される団体、個人

貸出し期間
利　用　料
対　象　者

若狭町社協ホームページでも一覧を公開しています。
用具の貸出し・使い方については、お気軽にお問合せください。

　　　　　　 若狭町社会福祉協議会　パレア若狭本所　地域福祉事業　TEL：0770-62-9005問い合わせ



やさしさをありがとう

　「社会福祉事業に役立てて下さい」と下記の方々からご寄付をいただきました。預託や寄付いただきました金品は、地域
や若狭町社会福祉協議会にて有効に使わせていただきます。
　下記以外にも多くの方々からエコキャップ等のご寄付をいただきました。ありがとうございました。

福祉基金

物品預託

中村 茂喜 食品
梅の里保育園 寄せ植え

せくみ屋グループ タオル多数
多由比神社 おもち

中西 豊（若狭町天徳寺） 1,000,000円
西川 均（若狭町三宅） 100,000円
谷保 泰彦（若狭町南前川） 300,000円
梅の里保育園 保護者会 2,043円

若狭テクノパーク 12,800円
匿 名 50,000円
匿 名 30,000円
匿 名 30,000円

令和8年1月1日～ 4月30日　（敬称略・順不同）

福祉サービスの苦情解決をお手伝い

ご利用のサービスについて、お困りのことはありませんか。
事業所に直接話しにくい場合や、事業所との話し合いで解決できなかった
場合などお気軽にご相談ください。秘密は必ず守ります（匿名でもかまい
ません）。

《相 談 時 間》 　月曜日～金曜日 午前9時～午後5時 （祝日・年末年始は除きます）
《問い合わせ》 　福井県運営適正化委員会
 　（〒910-8516 福井市光陽2丁目3-22 福井県社会福祉協議会内）
 　TEL：0776-24-2347　FAX：0776-24-8942　E-mail：kujyo@f-shakyo.or.jp

若狭町社協によせられた令和7年度の苦情件数　1件
貴重なご意見をいただきありがとうございました。これらはすべて解決しております。

若狭町社協では今後も皆さま方のご意見を真摯に受け止め、さらなるサービスの質の向上を目指してまいります。

令和8年度 予算

若狭町の地域福祉活動を進める予算編成となります。予算書は、ホームページで公開しています。http：//www.w-shakyo.jp

予算額：651,120,000円収入の部 予算額：650,966,000円支出の部
積立資産支出 8.31%
負担金 2.81%
事務費 1.18%

積立資産支出 8.31%
負担金 2.81%
事務費 1.18%

就労支援事業支出 2.21%
その他の支出 1.35%

就労支援事業支出 2.21%
その他の支出 1.35%

介護保険・医療保険・
障害者総合支援事業収入

86.21%

人件費
65.90%

事業費
18.24%

その他の収入
0.51%
積立資産取崩収入
1.10%
就労支援事業収入
2.00%

その他の収入
0.51%
積立資産取崩収入
1.10%
就労支援事業収入
2.00%

会費・寄附金 1.00%
補助金 4.50%
受託金 4.44%
事業収入 0.24%

会費・寄附金 1.00%
補助金 4.50%
受託金 4.44%
事業収入 0.24%

～福祉サービスを利用して～
◎いやな思いをした
◎サービス内容に不満がある
◎職員の対応が悪い　など

小地域福祉活動紹介
　小地域福祉活動の目的は、“地域住民が互いに助けあい、支えあい、誰も
が安心して生きがいをもちながら暮らすことができる地域づくり”です。
　近年の社会環境や生活環境の変化のなかで、誰もが安心して充実した生
活を送るためには、地域のつながりの希薄化や、集落内での少子高齢化等
の“地域の課題”を解決し、地域の絆（つながり）を強化することが、より一
層大切になってきています。
　また、防災面においても、日頃から地域の絆を強化することで、災害時な
ど、何かあった際に「ひとりでも多くの命を守ること」にもつながります。
　町内で、集落の福祉課題に向き合い、小地域福祉活動に取組む集落をご
紹介します。

●井ノ口区　「井ノ口住まいる委員会」
【若者から高齢者が住みやすく、集落目標の「住まい幸福度
 №1」を目指し、区民みんなが住み続けたくなる環境づくり
 の推進】
　活動1年目となる令和7年度は、集落マップ・行事紹介パ
ンフレットを作成し、スマートエリア井ノ口の分譲販売時に
購入希望者へ配布しました。
　今後は、新しい居住者向けだけでなく、現区民向けにも集
落の魅力を再考できるような内容の改定版を作成します。

令和8年度から令和12年度を計画期間とし、より多くの住民や関係者と
ともに誰もが安心して暮らせる地域づくりを進めていく「みんなの計画」です。
ホームページからダウンロードしていただけます！

●藤井区　「手をつなごう会」
【子どもから高齢者まで、世代を超えて顔を見な
 がら楽しく話す機会を作り、地域の絆を深め活
 性化を図る】
　ホタル観察会では、子どもから70代までが参
加しました。納涼祭や集落美化活動等、幅広い世
代で交流を図ることができ、集落を明るくする意
識改革になりました。「この子は〇〇さん家の子」
がわかり、顔の見える関係づくりが進みました。

第5次若狭町地域福祉活動計画を策定しました！

【問い合わせ】若狭町社会福祉協議会　パレア若狭本所　地域福祉事業　TEL：0770-62-9005


